
猪名川町告示第８０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁に  

よる団体から告示事項の変更の届出がなされたため、同条第１０項の規定に基づき告示す

る。 

  

令和８年６月５日  

 

                        猪名川町長 岡 本 信 司  

 

１ 変更があった事項及びその内容  

主たる事務所  

 川辺郡猪名川町木津字鰻谷２２番地の２  

代表者の氏名及び住所  

 西田 啓治  

川辺郡猪名川町木津字鰻谷２２番地の２  

 

２ 変更の年月日  

   令和８年４月１９日  

 

３ 変更の理由  

   役員改選による  

 

 


